
就学等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年１２月２６日

鈴鹿市教育委員会

鈴鹿市教育委員会規則第１３号

就学等に関する規則の一部を改正する規則 

就学等に関する規則（昭和３３年鈴鹿市教育委員会規則第１２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

別表 別表 

学区一覧表 学区一覧表 

校

種 

校名 通学区域 共通

学区 

了解

区域 

校

種 

校名 通学区域 共通

学区 

了解

区域 

小

学

校 

略   略 略 略 

小

学

校 

略  略 略 略 

鈴鹿市

立神戸

小学校 

  略 略 鈴鹿市

立神戸

小学校 

 略 略 

鈴鹿市

立合川

小学校 

三宅町、徳居

町、長法寺町 

鈴鹿市

立天名

小学校 

御薗町、徳田

町 

略   略 略 略  略 略 

鈴鹿市

立天栄 

越知町、郡山

町、中瀬古町 

鈴鹿市

立郡山 

郡山町、越知

町、中瀬古町 



 小学校 （伊勢鉄道株

式会社軌道敷

以西）、御薗

町、徳田町、

三宅町、徳居

町、長法寺町 

    小学校 （伊勢鉄道株

式会社軌道敷

以西） 

   

 略   略  略   略   略  略  

 

中

学

校 

略   略     

中

学

校 

略   略    

 鈴鹿市

立天栄

中学校 

栄小学区、天

栄小学区 

    鈴鹿市

立天栄

中学校 

合川小学区、

天名小学区、

栄小学区、郡

山小学区 

   

 略   略     略   略    

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


